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Ｑ
公
立
保
育
園
は
今
後
ど
の
よ

Ｑ
  う
に
し
て
い
く
の
か

Ａ
公
立
保
育
園
の
あ
り
方
に
つ

Ａ
  い
て
は
検
討
を
進
め
て
い
る

Ｑ
中
央
病
院
の
負
債
は
基
金
だ

Ｑ
け
で
対
処
し
て
い
く
の
か

Ａ
赤
字
補
填
は
い
た
だ
か
な
い

Ａ
運
営
に
努
力
す
る

問
中
央
病
院
の
決
算
後
、
負

債
が
出
た
場
合
は
、
基
金

だ
け
で
対
処
し
て
い
く
の

か
。

答
病
院
事
務
長

問
公
立
保
育
園
と
ふ
た
ば
保

育
園
は
今
後
ど
の
よ
う
に

し
て
い
く
の
か
。

答
市
民
生
活
部
長

公
立
保
育
所
は
多
様
化
す
る

保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、

適
正
な
施
設
配
置
を
進
め
、
質

の
高
い
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

平
成
25
年
度
の
決
算
見
込
み

は
自
己
資
本
金
が
33
億
１
０
０

万
円
余
り
、
累
積
赤
字
は
16
億

５
０
０
万
円
余
り
で
、
債
務
超

過
に
は
陥
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

山田　善一

代
表
質
問

NEW・OTSUKI

し
か
し
な
が
ら
、
赤
字
補
填

が
24
年
度
は
３
億
５
、
８
０
０

万
円
余
り
、
昨
年
度
は
４
億
１
、

０
０
０
万
円
余
り
と
な
り
、
非

常
に
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。

医
業
収
益
を
増
や
し
、
医
業

費
用
を
削
減
し
、
出
来
る
限
り

一
般
会
計
か
ら
の
補
填
を
い
た

だ
か
ず
に
病
院
運
営
を
出
来
る

よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

中
央
病
院
の
改
革
プ
ラ
ン
で

再
質
問

問
10
年
後
ま
で
は
赤
字
を
３

億
円
、
４
億
円
出
し
て
も

大
丈
夫
か
。

答
市
民
生
活
部
長

さ
せ
る
た
め
、
市
の
財
政
事
情

を
考
慮
し
な
が
ら
、
民
営
化
の

考
え
方
も
取
り
入
れ
、
保
育
サ

ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も

必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ふ
た
ば
保
育
園
の
経
営
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
分
の
間
、
現

状
の
ま
ま
経
営
を
継
続
す
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

は
、
赤
字
補
填
、
い
わ
ゆ
る
基

準
外
繰
り
出
し
と
し
ま
し
て
、

平
成
26
年
度
、
27
年
度
、
各
２

億
円
、
平
成
28
年
度
か
ら
平
成

31
年
度
の
４
年
間
に
は
各
１
億

５
、
０
０
０
万
円
を
想
定
し
て

い
ま
す
。

中
央
病
院
の
経
営
健
全
化
は
、

市
の
最
重
要
課
題
と
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
の
で
、
プ
ラ
ン

の
最
終
年
度
の
平
成
31
年
度
ま

で
は
支
援
を
継
続
す
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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Ｑ
中
央
病
院
の
経
営
健
全
化
へ

Ｑ
の
取
り
組
み
は

Ａ
常
勤
医
師
全
員
に
再
度
厳
し

Ａ
い
認
識
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、

Ａ
職
員
一
人
一
人
が
収
益
の
確

Ａ
保
に
取
り
組
む

問
市
長
就
任
以
来
、
７
年
間

で
20
億
円
の
赤
字
補
填
を

し
て
い
る
が
、
市
立
中
央

病
院
の
経
営
健
全
化
に
向

け
て
の
取
り
組
み
は
。

答
病
院
事
務
長

市
立
中
央
病
院
改
革
プ
ラ
ン

２
０
１
３
に
掲
げ
ま
し
た
指
標
、

入
院
患
者
数
１
０
２
人
、
外
来

患
者
数
２
９
１
人
を
目
標
と
し
、

病
院
経
営
の
健
全
化
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

代
表
質
問

答
市
長

Ｑ
人
口
減
少
へ
の
対
応
は

Ａ
医
療
、
教
育
、
雇
用
対
策
、

Ａ
  福
祉
の
充
実
、
首
都
圏
へ
の

Ａ
  通
勤
の
向
上
な
ど
の
施
策
を

Ａ
  進
め
て
お
り
ま
す

問
対
話
集
会
で
の
一
番
の
関

心
は
人
口
減
少
問
題
、
市

長
就
任
時
か
ら
現
在
ま
で

の
７
年
間
に
３
、
６
３
２

人
が
減
少
し
て
い
る
。
さ

き
に
発
表
さ
れ
た
日
本
創

成
会
議
分
科
会
は
消
滅
す

る
市
町
村
が
あ
る
と
。
大

月
市
は
群
を
抜
い
て
71
％
、

断
ト
ツ
で
消
滅
す
る
と
言

現
在
医
療
と
教
育
の
充
実
を

最
優
先
課
題
と
し
て
、
市
立
中

央
病
院
、
市
内
の
小
中
学
校
の

整
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

大
月
で
安
心
に
暮
ら
す
た
め

の
医
療
環
境
や
救
急
体
制
の
充

実
、
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と

大
月
を
い
つ
ま
で
も
愛
す
る
心

を
持
っ
た
次
世
代
を
担
う
子
供

を
育
て
る
た
め
の
教
育
環
境
の

充
実
は
、
人
口
減
少
の
歯
ど
め

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。企

業
誘
致
に
よ
る
雇
用
創
出

対
策
、
幼
児
教
育
ま
で
を
含
め

た
幅
広
い
子
育
て
環
境
の
充
実
、

高
齢
者
の
健
康
増
進
と
福
祉
の

収
益
増
に
向
け
た
具
体
的
な

取
り
組
み
と
し
ま
し
て
は
、
院

長
、
副
院
長
及
び
管
理
職
以
上

の
職
員
で
構
成
す
る
企
画
会
議

に
こ
の
プ
ラ
ン
で
掲
げ
た
指
標

を
提
示
し
、
ま
ず
は
常
勤
医
師

全
員
に
再
度
厳
し
い
認
識
を
持

っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
職

員
一
人
一
人
が
こ
の
指
標
を
共

有
し
、
収
益
の
確
保
に
取
り
組

む
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

小原　丈司
山と川の街大月

わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
危

機
感
を
持
た
な
け
れ
ば
ど

う
す
る
の
か
。
大
月
市
の

人
口
は
２
０
４
０
年
に
は

１
万
３
千
人
ぐ
ら
い
に
な

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
毎

年
大
月
市
は
五
百
数
名
が

減
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ

れ
を
単
純
に
５
０
０
人
掛

け
る
26
年
で
１
万
３
千
人

が
減
る
、
残
り
は
１
万
３

千
人
で
推
計
ど
お
り
。
そ

の
前
に
、
人
口
問
題
研
究

所
が
発
表
し
た
大
月
市
の

人
口
減
は
１
年
ほ
ど
早
く

進
行
し
て
い
る
。
明
ら
か

に
こ
れ
は
大
問
題
、
こ
こ

に
目
を
向
け
な
い
で
か
じ

取
り
を
す
る
市
長
の
気
持

ち
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
の

人
口
減
少
の
対
策
は
。

充
実
、
首
都
圏
へ
の
通
勤
の
向

上
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を

進
め
て
お
り
ま
す
。



市議会だより 第135号11

Ｑ
空
き
家
・
空
き
地
の
管
理
条

Ｑ
  例
制
定
を
提
案
す
る
が
市
の

Ｑ
  考
え
は

Ａ
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

Ａ
  条
例
制
定
し
て
い
く
考
え
で

Ａ
  す

Ｑ
大
月
駅
北
側
地
区
の
開
発
と

Ｑ
  道
路
整
備
等
に
関
す
る
市
の

Ｑ
  方
針
は

Ａ
住
環
境
を
適
正
に
保
持
し
、

Ａ
持
続
可
能
な
ま
ち
と
な
る
よ

Ａ
う
慎
重
に
対
応
す
る

問
大
月
駅
北
側
地
区
の
開
発

と
北
側
地
区
に
至
る
道
路

整
備
等
に
関
す
る
市
の
方

針
は
。

答
市
長

問
空
き
家
・
空
き
地
・
耕
作

放
棄
地
の
現
状
と
適
正
管

理
に
関
す
る
条
例
制
定
を

提
案
す
る
が
市
の
考
え
は
。

答
市
民
生
活
部
長

市
内
の
空
き
家
戸
数
は
平
成

20
年
度
２
、
０
７
０
戸
あ
り
更

に
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
、
空
き
家
の
実
態
調
査

を
す
る
考
え
で
す
。

耕
作
放
棄
地
の
面
積
は
平
成

25
年
度
１
８
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
で

大
月
駅
北
側
地
区
の
面
積
は
、

約
４
万
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
土

地
所
有
者
は
17
名
で
す
。

山田　政文

代
表
質
問

スマイル

北
側
地
区
に
至
る
道
路
等
に

つ
い
て
の
方
針
で
す
が
、
商
業

施
設
を
建
設
す
る
場
合
に
は
、

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行

為
許
可
申
請
、
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
け
出
、

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
築
確

認
申
請
等
の
法
定
手
続
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

こ
の
手
続
き
は
周
辺
地
域
の

生
活
環
境
を
保
持
し
つ
つ
適
正

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
交
通
渋

滞
、
交
通
安
全
、
騒
音
、
廃
棄

物
、
町
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配

慮
を
求
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
開
発
に
よ
る
既
存

商
店
街
へ
の
影
響
も
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大月駅北側地区

増
加
傾
向
で
す
。

今
後
も
農
業
従
事
者
の
耕
作

意
欲
を
高
め
る
施
策
を
進
め
ま

す
。条

例
制
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、

空
き
家
の
適
正
管
理
の
た
め
に

加
速
度
を
も
っ
て
対
応
し
制
定

し
て
い
く
考
え
で
す
。

市
の
方
針
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
人
口
減
少
問
題
な
ど
将
来

の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
あ

わ
せ
、
行
政
と
民
間
企
業
が
行

う
べ
き
こ
と
を
明
確
に
し
、
撤

退
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
持
続

可
能
な
区
域
と
す
る
べ
く
慎
重

に
対
応
す
る
考
え
で
す
。

問

防
災
対
策
と
道
の
駅
設

置
に
つ
い
て
提
案

そ
の
他
の
質
問
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藤本　実

代
表
質
問

日本共産党

Ｑ
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
自

Ｑ
伐
林
家
を
育
成
す
る
考
え
は

Ａ
今
年
度
畑
倉
地
区
の
里
山
林

Ａ
  整
備
事
業
を
実
技
研
修
に
つ

Ａ
  な
げ
た
い

本
市
は
相
模
川
の
上
流
域
で

あ
り
、
川
は
東
京
都
や
神
奈
川

県
の
中
流
域
、
そ
し
て
下
流
域

を
通
っ
て
海
へ
流
れ
込
ん
で
い

る
。私

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
域
ご

と
に
役
割
分
担
を
広
域
的
に
検

討
す
る
時
期
で
あ
り
、
現
状
で

の
課
題
や
取
り
組
む
べ
き
施
策

及
び
森
林
の
価
値
観
を
国
や
関

係
機
関
に
提
言
す
べ
き
時
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

総
務
省
が
支
援
す
る
地
域
お

こ
し
協
力
隊
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
１
年
か
ら
３
年
間
本
市
に

移
住
し
て
地
域
活
動
を
し
て
い

た
だ
き
、
こ
の
隊
員
が
先
駆
者

と
し
て
永
住
し
て
い
た
だ
く
足

が
か
り
に
し
た
い
。

大
月
ウ
ェ
ル
ネ
ス
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
事
業
で
の
、
都
市
部
の
住

民
と
の
交
流
を
さ
ら
に
強
化
し
、

シ
ル
バ
ー
世
代
の
健
康
増
進
と

交
流
に
よ
り
、
多
く
の
方
に
移

り
住
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
も

考
え
て
い
る
。

問
高
知
県
「
土
佐
の
森
・
救

援
隊
」
の
と
り
く
み
は
、

本
市
活
性
化
の
モ
デ
ル
に

な
る
。
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
技
術
指
導
し
、
さ
ら

に
Ｃ
材
を
搬
出
す
れ
ば
晩

酌
代
が
か
せ
げ
る
仕
組
み

を
作
っ
て
い
る
。
本
市
で

も
、
大
月
市
森
林
組
合
と

答
産
業
観
光
課
長

今
年
度
畑
倉
地
区
で
予
定
し

て
い
る
里
山
林
の
整
備
事
業
の

現
場
が
林
業
作
業
の
初
心
者
で

も
可
能
で
あ
る
の
か
検
証
の
上
、

今
後
団
塊
の
世
代
や
Ｉ
タ
ー
ン

者
を
対
象
と
し
た
実
技
研
修
に

つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

一
人
で
も
多
く
の
方
が
初
心

者
か
ら
経
験
を
積
み
重
ね
、
慣

れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
自
伐

型
林
業
は
不
可
能
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

Ｃ
材
を
運
ぶ
軽
ト
ラ
の
行
列
＝
高

知
県
い
の
町
、
１
ト
ン
５
千
円
相

当
で
引
き
取
ら
れ
る

問
森
林
資
源
の
活
用
は
本
市

の
生
き
残
り
戦
略
の
一
つ

に
な
る
と
思
う
が
、
自
然

を
活
用
す
る
市
長
の
ま
ち

づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い

て
考
え
を
示
せ
。

Ｑ
自
然
を
活
用
す
る
ま
ち
づ
く

Ｑ
り
ビ
ジ
ョ
ン
は

Ａ
森
林
の
価
値
を
広
域
的
に
と

Ａ
  ら
え
直
す
よ
う
国
に
提
言
、

Ａ
  地
域
お
こ
し
協
力
隊
も
募
集

答
市
長

連
携
し
て
、
森
林
体
験
や

エ
コ
生
活
に
関
心
を
持
つ

若
者
や
シ
ニ
ア
層
、
都
市

部
の
方
々
、
山
林
を
気
に

か
け
る
山
主
な
ど
が
森
林

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
研
修
を

積
ん
で
、
自
伐
林
家
へ
と

自
立
で
き
る
仕
組
み
を
つ

く
る
考
え
は
な
い
か
。
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小林　信保

個
人
質
問

スマイル

答
総
務
部
長

Ｑ
前
回
の
総
合
計
画
策
定
方
法

Ｑ
の
検
証
は
す
る
の
か

Ａ
計
画
全
体
の
様
々
な
検
証
を

Ａ
  行
う

問
前
回
の
策
定
方
法
の
検
証

を
行
い
、
総
合
計
画
の
策

定
方
法
の
検
討
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
思
う
が
。

行
政
内
部
や
行
政
と
市
民

と
の
間
の「
争
点
情
報
」計

画
立
案
に
不
可
欠
な
統
計

や
地
図
デ
ー
タ
、
近
隣
市

と
の
比
較
に
関
す
る
「
基

Ｑ
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

Ｑ
は
策
定
す
る
の
か

Ａ
総
務
省
か
ら
の
通
知
が
あ
り

Ａ
  策
定
に
取
り
組
む

問
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
を
策
定
す
べ
き
と
思
う

が
。

答
企
画
財
政
課
長

総
務
省
か
ら
、
所
有
す
る
全

施
設
を
対
象
に
、
更
新
、
統
廃

合
、
長
寿
命
化
な
ど
を
計
画
的

に
行
い
、
財
政
の
軽
減
、
平
準

化
を
図
る
た
め
、
公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
の
策
定
を
要
請

今
後
の
計
画
策
定
は
、
総
合

計
画
策
定
委
員
会
等
を
設
け
、

す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
旨

の
通
知
が
あ
り
、
市
と
し
て
も
、

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の

策
定
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
。

今
後
、
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
策
定
を
進
め
る
中
で
、

公
共
施
設
の
状
況
、
将
来
の
見

通
し
な
ど
全
庁
的
に
取
り
組
む

中
で
分
析
を
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

計
画
の
基
本
構
想
や
基
本
目
標
、

施
策
の
方
向
な
ど
、
計
画
全
体

の
さ
ま
ざ
ま
な
検
証
を
行
っ
て

行
く
が
、
十
分
な
時
間
が
と
れ

る
よ
う
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
実
施
を
前
回
よ
り
も
１
年

前
倒
し
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
予

定
で
す
。

今
後
ど
の
よ
う
な
組
織
に
よ

り
作
業
を
進
め
て
い
く
の
か
検

討
を
す
る
が
、
委
員
さ
ん
の
ご

提
案
は
委
員
会
に
諮
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
策
定
に
当
た
り
、
冊

子
を
作
成
し
、
デ
ー
タ
な
ど
を

提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
の
ご
提
案
で
あ
り
ま
す
が
、

前
回
の
後
期
基
本
計
画
策
定
に

は
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
各
種

デ
ー
タ
の
提
示
、
策
定
作
業
の

問

礎
情
報
」、
個
別
計
画
の

検
討
に
必
要
な
「
専
門
情

報
」
が
掲
載
さ
れ
た
冊
子

を
作
成
し
て
提
示
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
。

過
程
で
必
要
と
な
っ
た
情
報
や

委
員
か
ら
提
案
、
要
望
が
あ
り

ま
し
た
デ
ー
タ
は
随
時
提
供
す

る
と
と
も
に
、
各
会
議
の
過
程

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
、
計
画
素
案
に
対
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
も
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

今
回
も
よ
り
多
く
の
市
民
の

方
の
意
見
や
各
種
デ
ー
タ
を
提

供
し
て
ま
い
り
ま
す
。



容器包装リサイクル法は（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」）はリサイクルのための分別収
集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成推進基本法の３Ｒの優先順位に
反して、リサイクル優先に偏っています。

このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さ
ない容器包装が未だに使われているのが社会の実態です。
根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約８割が製品価

格に内部化されていないことにあります。このため容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り
組もうとするインセンティブ（誘因）が働かず、ゴミを減らそうと努力している市民には、負担のあり方について
の不公平感が高まっています。

今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは、急務であり、デポジット制度の
導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっています。

よって、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、以下のとおり、容器包装リサ
イクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求めます。

記
１．容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用につ

いて製品価格への内部化を進めること。ただし、消費者への負担に対しては軽減すること。
２．容器包装のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）の２Ｒの環境教育を充実し、グリーン購入やリユースを更

に普及するための様々な環境を整備すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

平成 26 年６月 19 日
大　月　市　議　会

提　出　先
衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　環境大臣　経済産業大臣　農林水産大臣　厚生労働大臣　財務大臣　消費者庁
担当大臣
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現在の日本社会は、年金・医療・福祉などの基本的な社会制度は疲弊し、グローバル化による国際競争などで、労働環境
にも大きな変化の波が押し寄せ、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負（派遣）」などに象徴されるような、「働
いても充分な生活が維持できない」、「働きたくても働く場所がない」など困難を抱える人々が増大し、新たな貧困と労
働の商品化が広がり、社会不安が深刻さを増しています。
このような中、「地域の問題は、みずから地域で解決しよう」とＮＰＯや、ボランティア団体、協同組合、自治会など様々

な非営利団体が、住みやすい地域社会の実現を目指し活動しています。これらのひとつである「協同労働の協同組合」は、
「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けています。

この「協同労働の協同組合」は、働くものが出資しあい、全員参加の経営で、仕事を行う組織でありますが、国内ではワ
ーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など 10 万人以上が、この「協同労働」とい
う働き方で 20 年、30 年という長い歴史の中で働いてきました。その中で「自分たちの働き方に見合った〈法人格〉がほし
い」、「〈労働者〉として法的保護を受けられるような社会的認知をしてほしい」と法律の整備を求めてきました。

世界の主要国では、働く仲間同士が協同し、主体性を高め合い、力を発揮し合う新しい働き方＝労働者協同組合（ワー
カーズコープ、ワーカーズコレクティブ）についての法制度が整備されています。

日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000人を超える団体がこの法制度化に賛同
しています。また、国会では 160 名を超える超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まりました。
だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつな

がりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方と、これに基づく協同労働の協同組合は市民事業による市民主体のま
ちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会
に参加する道を開くものです。

上記理由により、国においても、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制
度として、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるべく、提出するものである。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

平成 26 年６月 19 日
大　月　市　議　会　

提　出　先
衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣　総務大臣　経済産業大臣

協同労働の協同組合法（仮称）の速やかな制定を求める意見書

容器包装リサイクル法を改正し、
発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書
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２０１４年度の政府予算が成立しました。2011 年義務標準法が改正され小学校１年生の基礎定数化がはかられたもの
の、今年度小学校２年生については加配措置に留まっています。義務標準法改正条文の附則には、小学校の２年生から中学
校３年生までの学級編制標準を順次改定する検討と法制上を含めた措置を講ずることと、措置を講じる際の必要な
安定した財源の確保も明記されました。今後、35 人以下学級の着実な実行が重要です。
日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数が多くなっています。一人ひ

とりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が実施した
「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約６割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26
人〜30 人を挙げています。このように、保護者も 30 人以下学級を望んでいることは明らかであります。新しい学習指導要
領が本格的に始まり、授業時数や指導内容が増加しています。また、暴力行為や不登校、いじめ等生徒指導面の課題が深刻
化し、障害のある児童生徒や、日本語指導など特別な支援を必要とする子どもが顕著に増えています。このような中で、地
方が独自に実施する少人数学級は高く評価されています。

本県でも、「個性を活かし、生きる力をはぐくむ『やまなし』人づくり」を県政教育の基本に据え、はぐくみプランの
拡大など学校教育の充実を図る施策を積極的に展開していただいています。

今年度は「はぐくみプラン」が公立小中学校全学年において導入され、より行き届いた教育を行うことができています。
子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。しかし、教育

予算について、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加盟国（30 カ国）の中で日本は最下位となっています。また、三
位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は２分の１から３分の１に引き下げられ、自治体財政
を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などにみられるように教育条件格差も生じています。
将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。未来への先行投資として、子どもや若

者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要があります。こうした観点か
ら、政府においては、是非とも、以下の事項を実施するよう要望します。

記

１．少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたかな教育環境を整備するため 30 人以下
学級とすること。

１．義務教育の根幹である、教育の機会均等・水準確保・無償制の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持する
こと。

１．教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国における教育予算を拡充すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

平成 26 年６月 19 日
大　月　市　議　会

提　出　先　　　
内閣総理大臣　内閣官房長官　文部科学大臣　財務大臣　総務大臣

30人以下学級実現、
義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書
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この市議会だよりは、資源保護のため再生紙を、
環境保護のため大豆油インクを使用しています。

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。
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市議会だより編集委員会（大月市議会事務局内）
大月市議会事務局　
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委　員　　西室　　衛
委　員　　卯月　政人
委　員　　鈴木　章司

市議会だより
編集委員会

※定例会前の議会運営委員会で正式
に決定されますので、詳細は議会事
務局にお問い合わせください。

議会の傍聴は、傍聴券に住所・氏名などを
記入するだけで出来ます。
詳しいことは議会事務局へお問い合わせく
ださい。

９月定例会の日程（予定）

編集後記

議会日誌 あなたも本会議を傍聴しませんか

６月
全員協議会
平成 26 年第２回市議会定例会開会
会派代表者会議
一般質問
総務産業常任委員会
市議会だより編集委員会
社会文教常任委員会
議会運営委員会
全員協議会
平成 26 年第２回市議会定例会閉会

７月
全員協議会
議会運営委員会22 日
平成 26 年第２回山梨県東部広域連合議会７月定例会
関東市議会議長会正副会長会議 ・ 第１回支部長会議24 日 
平成 26 年７月大月都留広域事務組合議会定例会28 日 
議会運営委員会 29 日 
全員協議会
平成 26 年第３回市議会臨時会
平成 26 年第２回東部地域広域水道企業団議会定例会30 日 

８月

市制施行６０周年記念式典
市議会だより編集委員会
議員定例懇談会
平成 26 年度大月地域道路整備推進連絡協議会総会

山梨県市議会議長会議員合同研修会（前期）

（ 開 会 日 ）　９月   3 日
（ 一般質問 ）　９月 16 日　
（ 閉 会 日 ）　９月 30 日　　　

８日 
11 日 
19 日 
20 日 

平成 26 年度国道 139 号松姫トンネル建設促進連絡
協議会総会

７日  

２日 

12 日 

16 日 

17 日 
19 日 

７日 

・表紙の写真の選定には毎号、頭を悩
まします！今回は市制60周年を迎え
るという事で市議会だよりの変遷を表
す事にしました。議会だより第1号は
紙1枚の物、しかも白黒！びっくりし
ました。
・7月の臨時議会の記事は時間が少な
くて大変でした！！


